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授業日確保に向けた夏季休業期間の変更について 

 

 このことについて、豊橋市教育委員会からの通知を受けて以下のとおりとしますので、よ

ろしくお願いします。 

記 

 

１ 授業日とする期間   

（１）令和２年７月２１日（火）～ 令和２年７月３１日（金）の ７日間 

    ※ ７月３１日（金）を１学期終業式とする。 

（２）令和２年８月１７日（月）～ 令和２年８月３１日（月）の１１日間 

    ※ ８月１７日（月）を２学期始業式とする。 

 

２ 備 考 

（１）上記期間中については、可能な限り給食の手配をする方向で準備中です。詳しくは

決定次第お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      担当 天伯小学校（教頭 伊藤 美紀 ） 
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